第１号様式（第８条関係）
　　年　　月　　日
東京都北区長　殿
（申請者）
所在地（又は住所）
法人名（又は屋号）
代表者の職・氏名
電話番号
東京都北区事業承継支援事業補助金交付申請書
東京都北区事業承継支援事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、以下のとおり補助金の交付を申請します。
	１補　助　名
	該当する補助に☑をしてください。
□投資型
□廃業型

	２補助事業の内容
	

	３補助金申請額
	
	
	
	
	
	０
	０
	０
	円

	４添付資料
	裏面に記載の資料を添付してください。

	５確認事項
	該当する場合は☑をしてください。
□大企業が経営に実質的に参画しない事業者です。
□暴力団員等（東京都北区暴力団排除条例（平成24年６月東京都北区条例第24号）第２条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団関係者をいう。）に該当する者ではありません。
□風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者ではありません。
□フランチャイズチェーンの加盟店ではありません。
□国、地方公共団体、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていません。


※補助金申請額の頭部に「金」を記載してください。
（添付書類）

①事業承継計画書

②会社にあっては区内に登記上の本店又は主たる事業所（個人事業者にあっては事業主の住所又は主たる事業所）を有する者であることが分かるものの写し
例：登記事項証明書、開業届、住民票の写しなど

③会社にあっては、その資本の額及び出資の総額を確認することができる書類の写し
例：登記事項証明書

④従業員の人数を確認することができる書類の写し
例：確定申告において税務署に提出する法人事業概況説明書又は賃金台帳

⑤前期分の確定申告を終了している会社にあっては前期分の法人税確定申告書の写し、前年分の確定申告を終了している個人事業者にあっては前年の確定申告書の写し

⑥前期分の確定申告を終了している会社にあっては直近の決算書の写し、前年分の確定申告を終了している個人事業者にあっては青色申告決算書又は収支内訳書の写し

⑦前期分の確定申告を終了している会社にあっては前期分の法人都民税の納税証明書原本、第三者からの事業承継の後確定申告を終えていない会社又は事業承継前の個人事業者にあっては代表者の前年度の特別区民税・都民税又は市町村民税の納税証明書原本

⑧事業承継の事実又は事業承継をする予定であることを確認することのできる書類の写し

⑨補助対象経費の見積書の写し

⑩その他区長が必要と認める書類
